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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室外機で複数の室内機を稼働させるマルチエアコンが備えられた建物のデマンド制御シ
ステムにおいて、
　前記建物の消費電力値を取得する消費電力値取得部と、
　前記消費電力値に基づいて予測される予測電力量が、予め設定された消費電力目標値を
超えるか否かを判定し、前記予測電力量が前記消費電力目標値を超える場合には、当該超
える電力量に応じて、前記室外機に対して供給される電力量を制限するような電力制御指
令値を前記室外機に対して出力するとともに、前記電力制御指令値に応じて前記複数の室
内機のうち稼働する室内機の台数を設定する空調機運転制御部と、を有し、
　前記空調機運転制御部は、
　前記室内機のうち、累積運転稼働時間が長い室内機を優先的に間欠運転し、累積運転切
時間が長い室内機を優先的に間欠解除運転し、
　前記室内機が運転切から運転入に変化した第１の時刻、および運転入から運転切に変化
した第２の時刻に基づいて前記累積運転稼働時間を算出する際に、前記第１の時刻は、実
時刻に、（実際に運転切状態であった実運転切時間―設定されていた設定運転切時間）÷
（設定運転切入比率÷１００）を加算した値とすることを特徴とするデマンド制御システ
ム。
【請求項２】
　請求項１に記載のデマンド制御システムにおいて、
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　前記電力制御指令値に基づいて前記室外機が稼働している場合は、各時刻において前記
設定した室内機の台数が稼働するように、各室内機を間欠・ローテーション運転すること
を特徴とするデマンド制御システム。
【請求項３】
　室外機で複数の室内機を稼働させるマルチエアコンが備えられた建物のデマンド制御方
法において、
　前記建物の消費電力値を取得し、
　前記消費電力値に基づいて予測される予測電力量が、予め設定された消費電力目標値を
超えるか否かを判定し、前記予測電力量が前記消費電力目標値を超える場合には、当該超
える電力量に応じて、前記室外機に対して供給される電力量を制限するような電力制御指
令値を前記室外機に対して出力するとともに、前記電力制御指令値に応じて前記複数の室
内機のうち稼働する室内機の台数を設定するものであって、
　前記室内機のうち、累積運転稼働時間が長い室内機を優先的に間欠運転し、累積運転切
時間が長い室内機を優先的に間欠解除運転し、
　前記室内機が運転切から運転入に変化した第１の時刻、および運転入から運転切に変化
した第２の時刻に基づいて前記累積運転稼働時間を算出する際に、前記第１の時刻は、実
時刻に、（実際に運転切状態であった実運転切時間―設定されていた設定運転切時間）÷
（設定運転切入比率÷１００）を加算した値とすることを特徴とするデマンド制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デマンド制御システムおよびデマンド制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なオフィスビルなどの建物の総電力量は、その約５０％程度が空調機が使用する
電力量が占める。よって、空調機の消費電力量の削減は、建物全体の消費電力のピークカ
ットに大きく寄与することができる。
【０００３】
　ところで、オフィスビルのように複数階に居室がある建物の場合は、多数の室内機を設
置する必要があることから、いわゆるマルチエアコンを採用することが多い。マルチエア
コンとは、１つの室外機に対して複数の室内機を接続し、１つの室外機で複数の室内機を
運転することができるタイプのエアコンのことをいう。オフィスビルで使用されるマルチ
エアコンの多くは、室外機に内蔵されたコンプレッサーの電力消費量が大きいため、室内
機よりも室外機の電力消費量が多いことが知られている。
【０００４】
　マルチエアコンが設置された建物全体の電力量のピークカットを行うための方法として
、例えば以下の方法が挙げられる。すなわち、建物全体の電力量を測定する受電計点にお
ける消費電力値に応じて、順々に室内機の運転入と運転切を行う需要制御方式(デマンド
制御方式)、ピークカットしたい時間帯の間に、一定時間の間隔で室内機の運転入と運転
切を繰り返す間欠運転制御方式、建物全体の受電計点の消費電力値によって室内機や室外
機の使用する最大電力に制限をかける能力制限制御方式などが知られている。
【０００５】
　本技術分野の背景技術として、特開２００６－２９６９３号公報（特許文献１）がある
。この公報には、「デマンド計算時間毎に使用される予測電力量を演算する予測演算手段
６と、予測演算手段により演算された予測電力量がデマンド値を超えるか否かを判定して
予測電力量がデマンド値を超える場合に当該超える電力量に応じた間欠遮断時間を演算す
る間欠遮断時間演算手段８と、間欠遮断時間演算手段により演算された間欠遮断時間に基
づきマルチエアコンを複数のグループに分割した複数の系統に対して所定の優先順に従っ
て間欠・ローテーション運転切り換え制御を行う運転制御手段９とを備え、デマンド計算
時間内での使用電力量がデマンド値の範囲内となるように各系統毎にマルチエアコンの運
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転切り換え制御を行う。」と記載されている（要約参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２９６９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記特許文献１には、予測電力量がデマンド値を超える場合に、超える電力量に応じて
マルチエアコンの間欠遮断時間を演算することが記載されている。具体的には、マルチエ
アコンを複数のグループに分割し、その複数のグループに対して所定の優先順位をつけ、
優先順位および演算した間欠遮断時間に基づき間欠・ローテーション運転による間欠遮断
の切り替え制御を行うものである。
【０００８】
　しかしながら、このようなマルチエアコンの運転切り替え制御において、間欠・ローテ
ーション運転がオン状態にある場合には、各グループに属する室内機全てが運転状態とな
り、一方、間欠・ローテーション運転がオフ状態にある場合には、各系統に属する室内機
全てが停止状態となる。
【０００９】
　しかしながら、室外機の使用する最大電力に制限をかける能力制限が行われる場合に、
前記特許文献１のような室内機の運転状態を採用すると、グループに属する室内機全てを
運転することになる。すると、能力制限された室外機の電力を配分して、室内機全てを運
転することになるので、各室内機の空調運転能力は、通常時より低下する。一般に室内機
は、予め設定された設定温度などの目標値に近づいてから微風などの縮退運転をした方が
運転効率は良く消費電力量が少ない。しかし、室外機の能力制限によって各室内機の空調
能力が弱まってしまう結果、設定温度の目標値と実測値との差分が大きい場合、設定温度
の実測値が目標値に近づくことが出来ず、定常的に縮退運転せずに動作し続けてしまい、
却って運転効率が悪く節電効果が出ないという問題点があった。
【００１０】
　そこで、本発明は、マルチエアコンの制御システムにおいてデマンド制御を行う場合に
、室内機の運転効率を下げることなく建物全体のピーク消費電力量を低減できるようにす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　室外機で複数の室内機を稼働させるマルチエアコンが備えられた建物のデマンド制御シ
ステムにおいて、建物の消費電力値を取得する消費電力値取得部と、消費電力値に基づい
て予測される予測電力量が、予め設定された消費電力目標値を超えるか否かを判定し、予
測電力量が消費電力目標値を超える場合には、当該超える電力量に応じて、室外機に対し
て供給される電力量を制限するような電力制御指令値を室外機に対して出力するとともに
、電力制御指令値に応じて前記複数の室内機のうち稼働する室内機の台数を設定する空調
機運転制御部と、を有し、空調機運転制御部は、室内機のうち、累積運転稼働時間が長い
室内機を優先的に間欠運転し、累積運転切時間が長い室内機を優先的に間欠解除運転し、
室内機が運転切から運転入に変化した第１の時刻、および運転入から運転切に変化した第
２の時刻に基づいて累積運転稼働時間を算出する際に、上記第１の時刻は、実時刻に、（
実際に運転切状態であった実運転切時間―設定されていた設定運転切時間）÷（設定運転
切入比率÷１００）を加算した値とすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
マルチエアコンの制御システムにおいてデマンド制御を行う場合に、室内機の運転効率を
下げることなく建物全体のピーク消費電力量を低減できるようにすることができる。



(4) JP 6419495 B2 2018.11.7

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例における建物の空調設備の構成図である。
【図２】本発明の実施例における空調機運転制御装置１４における制御指令部１４２のハ
ードウェア構成図である。
【図３】本発明の実施例における１分間メータ値差分テーブル４６を示している。
【図４】本発明の実施例における電力管理テーブル４７を示している。
【図５】本発明の実施例におけるデマンド監視テーブル４８である。
【図６】本発明の実施例におけるデマンド制御テーブル４９である。
【図７】本発明の実施例における室内機間欠モードテーブル５０である。
【図８】本発明の実施例における室外機情報テーブル５１である。
【図９】本発明の実施例における室内機情報テーブル５２である。
【図１０】本発明の実施例におけるデマンド制御プログラムの概要を示すフロー図である
。
【図１１】本発明の実施例における本実施例における室内機デマンド種別が「間欠」であ
って、室内機運転切設定台数（台）が定められている場合における、マルチエアコンの間
欠運転を説明する図である。
【図１２】本実施例における室内機デマンド種別が「快適エコ運転」であって、室内機運
転切設定台数（台）が定められている場合における、マルチエアコンの間欠運転を説明す
る図である。
【図１３】本実施例におけるデマンドレベルが変化する場合において、稼働室内機の決定
処理を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、実施例を図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１５】
　図１は、本発明の実施例における建物の空調設備の構成図である。
【００１６】
　実施例の建物は３階建てのオフィスビルを示したもので、１階居室エリア１、２階居室
エリア２、３階居室エリア３、１階居室エリア１と２階居室エリア２の階間部４、２階居
室エリア２と３階居室エリア３の階間部５、３階居室エリア３と屋上の階間部６の階層構
造を有している。それぞれの階および屋上には空調設備が備えられており、屋上には室外
機１５および室外機１５の動力で稼働する室内機（１６、１７、１８）を有している。対
人用室外機１５は、室内機１６～室内機１８に配管２３を通して圧縮した空気を送り込む
。
さらに室外機１５は、スイッチングハブ３４を経由して空調機運転制御装置１４に接続さ
れている。空調機運転制御装置１４は、消費電力値取得部１４１およびは制御指令部１４
２を有し、制御指令部１４２はスイッチングハブ３４と、消費電力値取得部１４１は建物
全体の受電計量点１３と繋げられている。また、汎用パーソナルコンピュータ３５は、ス
イッチングハブ３４を経由してＬＡＮ（Local Area Network）で接続されている。
【００１７】
　なお、１階と２階の階間部４には、１階吸気口１０と、１階吸気口と１階外気処理用室
内機２０とを繋ぐ配管２８と、１階外気処理用室内機２０と１階外気導入口２５とを繋ぐ
配管３１とを有する。また、室内排気口７も１階居室エリア１に設けられている。２、３
階についても同様の構成を有しているので、ここでは説明を省略する。屋上に設置された
外気処理用室外機１９は、室内機２０～室内機２２に配管２４を通して空気を送り込む。
【００１８】
　図２は、本発明の実施例における空調機運転制御装置１４における制御指令部１４２の
ハードウェア構成図である。
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【００１９】
　制御指令部１４２は、通信部３７、中央演算処理装置部３８、時刻処理部３９、記憶装
置部４０、データベース部４１を有している。これら各部は通信部３７を介して通信可能
に構成されている。なお、通信部３７は、制御指令部１４２とスイッチングハブ３４と消
費電力値取得部１４１とを通信可能に構成している。
【００２０】
　空調機運転制御装置１４が電源ＯＮで起動すると、まず、記憶装置部４０のマルチタス
ク対応オペレーションシステム４２が起動し、次に起動時実行プログラム４３が中央演算
処理装置３８において実行される。ここで、マルチタスク対応オペレーションシステム４
２とは、複数のタスクを切り替えて実行することができるシステムである。起動時実行プ
ログラム４３が実行されると、データベース部４１のデマンド監視テーブル４８およびデ
マンド制御テーブル５０を参照して、デマンド監視プログラム４４とデマンド制御プログ
ラム４５が複数のタスクとして起動される。デマンド監視プログラム４４は、契約電力に
対するデマンド値の大きさを監視することでデマンドレベルの変更を行うプログラムであ
る。また、デマンド制御プログラム４５は、デマンド監視プログラム４４で求められたデ
マンドレベルに応じて、室外機や室内機の制御を行うプログラムである。これらのプログ
ラムは、中央演算処理装置部３８において実行される。デマンド制御プログラム４５は、
以降説明するデータベース部４１の情報に基づいて実行される。処理フローについては、
図１０で後述する。
【００２１】
　空調機運転制御装置１４のデータベース部４１には、１分間メータ値差分テーブル４６
、電力管理テーブル４７、デマンド監視テーブル４８、デマンド制御テーブル４９、室内
機間欠モードテーブル５０、室外機情報テーブル５１、室内機情報テーブル５２が格納さ
れている。データベース部４１は、汎用パーソナルコンピュータ３５にてＬＡＮ経由で書
換え可能な不図示のインタフェースを持ち、格納されているデータは、以下に説明する図
３～図９のように登録される。
【００２２】
　図３は、１分間メータ値差分テーブル４６を示している。
【００２３】
　テーブル４６では、１分毎における消費電力値（ｈＷ）が格納される。ここでは、消費
電力値としてメータ値差分（ｈＷ）が格納されている。
【００２４】
　図４は、電力管理テーブル４７を示している。
【００２５】
　電力管理テーブル４７は、建物の契約電力値（ｋＷ）、現在の消費電力量であるメータ
値（ｈＷ）、デマンドレベルおよびデマンド監視実行のデータを持つ。
ここで、デマンドレベルは、警報の開始を行う契約電力に対する割合を示すデマンド警報
開始電力値率（％）、警報の解除を行う契約電力に対する割合を示すデマンド警報解除電
力値率（％）の組み合わせに基づいて決まるレベルであり、ここでは、レベル０～レベル
３の４段階を取る。詳細は図５を用いて後述する。
【００２６】
　図５は、デマンド監視テーブル４８を示している。
【００２７】
　デマンド監視テーブル４８は、デマンドレベルごとに、デマンド警報開始電力値率（％
）とデマンド警報解除電力値率（％）のデータを持つ。例えば、現在の消費電力（ｈＷ）
が０の時にはデマンドレベルは０であり、その後消費電力が増加し、建物の契約電力値（
ｋＷ）の６６％以上８０％未満の消費電力量になった場合は、デマンドレベルが上がり０
から１に変化する。その後、消費電力量が減少し、契約電力値（ｋＷ）の６０％を切るよ
うになるとデマンドレベルは１から０に変化する。このように、消費電力量が契約電力値
（ｋＷ）に対してどのくらいの大きさであるか、に応じてデマンドレベルが増減する。
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ここでは、デマンドレベルの数値が大きいほど、契約電力値（ｋＷ）との差分がないため
より厳しい条件下でデマンド制御を行う必要がある。
【００２８】
　図６は、デマンド制御テーブル４９を示している。
【００２９】
　デマンド制御テーブル４９は、室外機ごとに割り振られた室外機ＩＤ毎に、建物のデマ
ンドレベルの大きさにより決定する室外機の最大能力制限値率、室外機に接続された室内
機のうち運転を切る台数、室内機の運転モードの種類を表す間欠モードＩＤが対応付けて
格納されている。なお、Noは、これらデータの組み合わせを便宜的に付したナンバリング
である。
【００３０】
　図７は、室内機間欠モードテーブル５０を示している。
【００３１】
　室内機間欠モードテーブル５０は、室内機間欠モードＩＤ毎に、室内機間欠モード名称
、設定運転切入時間比率（％）、設定運転切時間（秒）のデータを有する。ここで、設定
運転切入比率とは、室内機を間欠運転する際に、室内機の運転切時間を室内機の運転入時
間で除算した値に１００を乗算した値である。すなわち設定運転切入比率（％）が大きい
ほど、室内機の制御時間に対する運転切時間の割合が高いことになる。この例では、室内
機間欠モードＩＤが大きくなる程、間欠運転による運転切時間が長くなることを示してい
る。
【００３２】
　図８は、室外機情報テーブル５１を示している。
【００３３】
　室外機情報テーブル５１は、室外機ＩＤに関する情報を格納したもので、室外機名称、
室外機ＩＰアドレス、デマンド実行の有無、当該室内機に接続された室内機デマンド種別
のデータを格納している。ここで、室内機デマンド種別とは、室内機のデマンド制御を間
欠又は能力制限のどちらを行うかを表したものである。室内機デマンド種別が「間欠」の
場合には、具体的には、例えば図７の室内機間欠モードＩＤが２～４のデマンド制御を行
うものを指す。一方、室内機デマンド種別が「能力制限」の場合には、間欠運転は行わな
いので、具体的には、例えば図７における室内機間欠モードＩＤが１のデマンド制御を行
う。
【００３４】
　図９は、室内機情報テーブル５２を示している。
【００３５】
　室内機情報テーブル５２は、室内機ＩＤに関する情報を格納したもので、室内機名称、
室内機ＩＰアドレス、配管によって室内機と繋がっている室外機の室外機ＩＤ、現状の室
内機の発停状態、間欠管理時刻のデータとを有する。ここで言う発停とは、空調機運転制
御装置１４が各室内機に対して、運転入又は運転切のいずれの指令を出しているかを示し
ている。また、間欠管理時刻とは、発停が運転切の場合は、運転入から運転切へ変化した
時刻である。一方、発停が運転入の場合は、運転切から運転入へ変化した時刻に重みを加
算した時刻である。ここで重みとは、時間、分、秒の任意の単位を有するものであり、例
えば、（実際に運転切状態であった実運転切時間―設定されていた設定運転切時間）÷（
設定運転切入比率÷１００）で計算される。（実運転切時間―設定運転切時間）が２０分
、設定運転切入比率が１０％の場合には、２０分／１０％＊１００％＝２分となる。
この重み付けを行うことにより、設定されていた設定運転切時間より実際に運転切状態で
あった実運転切時間が長かった場合に、実際の運転入開始時刻よりも未来の時刻に運転入
がなされたことになるので、後述する室内機の間欠運転対象の順番を決定する際に、次の
運転切の優先順位を下げることができる。
【００３６】
　図１０は、デマンド制御プログラムの概要を示すフロー図である。
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【００３７】
　本プログラムは、データベース部４１からデータを取得し、中央演算処理装置部３８に
おいて実行される。
【００３８】
　デマンド制御を行う室外機ＩＤが存在する場合、室外機情報テーブル５１より、その室
外機ＩＤに割り振られた室外機ＩＰアドレス、デマンド実行情報、室内機デマンド種別を
取得する（ステップ１００１）。デマンド制御を行う室外機ＩＤは、　　　例えば、デマ
ンド制御を行う室外機ＩＤが１の場合には、室外機名称「対人用室外機」、室内機ＩＰア
ドレス「１９２．１６８．２．１０１」、デマンド実行「する」、室内機デマンド種別「
間欠」を取得する。
【００３９】
　次に、デマンド実行情報から、当該室外機ＩＰにおけるデマンド実行の有無を取得する
（ステップ１００２）
　デマンド実行が「する」の場合には、デマンド処理を実行するためにステップ１００３
に進む（ステップ１００２のＹＥＳ）。一方、デマンド実行が無の場合には、後述するス
テップ１０１０に進む（ステップ１００２のＮＯ）。
【００４０】
　デマンド実行が「する」の場合は、電力管理テーブル４７から現時点でのデマンドレベ
ルを取得する（ステップ１００３）。図４に示した電力管理テーブル４７の例では、デマ
ンドレベルは「２」である。
【００４１】
　ステップ１００１で得られた室外機ＩＰアドレスと、ステップ１００３で得られたデマ
ンドレベルとに基づいて、デマンド制御テーブル４９を参照する。そして、当該室外機Ｉ
Ｄおよびデマンドレベルにおいて定められている最大能力制限値率（％）、室内機運転切
設定台数（台）および間欠モードＩＤを取得する（ステップ１００４）。図６に示したデ
マンド制御テーブル４９の例では、室内機ＩＰアドレス「１９２．１６８．２．１０１」
、デマンドレベル「２」の場合には、最大能力制限値率（％）が「６０％」、室内機運転
切設定台数（台）が「１」、間欠モードＩＤは「４」であると取得できる。
【００４２】
　次に、ステップ１００４で得られた間欠モードＩＤの具体的な動作条件を、室内機間欠
モードテーブル５０を参照して取得する。具体的には、設定運転切入比率（％）および設
定運転切時間（秒）を取得する（ステップ１００５）。図７に示した室内機間欠モードテ
ーブル５０の例では、間欠モードＩＤが「４」の場合には、間欠強運転を行い、設定運転
切入比率（％）は「３０％」、設定運転切時間（秒）は「３００秒」となる。
【００４３】
　次に、ステップ１００４で得られた最大能力制限値率（％）を、通信部３７を介して室
外機ＩＰアドレス１５に送信する（ステップ１００６）。上述の例では、最大能力制限値
率（％）は「６０％」であり、この値を室外機ＩＰアドレス「１９２．１６８．２．１０
１」に送信する。
【００４４】
　次に、ステップ１００１で取得した室内機デマンド種別が「間欠」であるかどうかを判
定する（ステップ１００７）。「間欠」である場合は（ステップ１００７のＹＥＳ）、ス
テップ１００４で得られた室内機運転切設定台数（台）を運転切とする制御を行うために
、ステップ１００８へ進み、「間欠」以外の場合は（ステップ１００７のＮＯ）、間欠無
し運転や快適エコ運転を行うためにステップ１００９に進む。
【００４５】
　ステップ１００８は、室内機運転切設定台数（台）となるように室内機を制御する処理
である。詳細は、図１１で説明する。
【００４６】
　ステップ１００９は、間欠無し運転や快適エコ運転で室内機を制御する処理である。こ
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のステップにおける室内機の運転状況については、図１２で説明する。
【００４７】
　ステップ１００８またはステップ１００９の処理が終了すると、ステップ１０１０にお
いて、時刻処理装置部３９で現在時刻を取得する（ステップ１０１０）。
【００４８】
　ステップ１０１１では、前回取得した時刻から１分経過したかを判定する（ステップ１
０１１）。１分経過している場合は（ステップ１０１１のＹＥＳ）、ステップ１００１に
遷移する。一方、１分経過していない場合は（ステップ１０１１のＮＯ）、ステップ１０
１０に遷移して再度現在時刻を取得する。
【００４９】
　図１１は、本実施例における室内機デマンド種別が「間欠」であって、室内機運転切設
定台数（台）が定められている場合における、マルチエアコンの間欠運転を説明する図で
ある。
【００５０】
　ここでは、図６のデマンド制御テーブル４９におけるＮｏ．３の条件における例を説明
しており、室外機の能力制限値率（％）は「６０％」、室内機運転切設定台数（台）は「
１台」、間欠モードＩＤが「４」の「間欠強運転」の場合であって、設定運転切時間（秒
）が「３００秒」である場合の運転状況である。
【００５１】
　横軸は時刻を表し、室外機ＩＤ　１に接続されている室内機ＩＤ　１～３の間欠運転状
況を示している。白色帯は運転入、黒色帯は運転切の状態であることを示している。この
図から分かるように、各時刻毎での室内機運転切台数は１台となっている。このように、
デマンド制御テーブル４９において室内機運転切設定台数（台）が１台以上の条件下であ
って、室内機間欠モードＩＤが間欠運転の場合（室外機ＩＤが１の場合においては、図６
におけるＮｏ．３）は、図６のように、各時刻において、室外機に接続される複数の室内
機のうち稼働を止める室内機の台数が保たれるように室内機が稼働する。このような構成
を採用することにより、室外機の能力制限が実施される場合であっても、各室内機の空調
運転能力は、通常時より低下することを防ぐことができる。さらに、設定温度の目標値と
実測値との差分が大きい場合、設定温度の実測値が目標値に近づくことが出来ず、定常的
に縮退運転せずに動作し続けてしまい、却って運転効率が悪く節電効果が出ないという問
題も回避することができる。
【００５２】
　図１２は、本実施例における室内機デマンド種別が「快適エコ運転」であって、室内機
運転切設定台数（台）が定められている場合における、マルチエアコンの間欠運転を説明
する図である。
【００５３】
　ここでは、図６のデマンド制御テーブル４９におけるＮｏ．２の条件における例を説明
しており、室外機の能力制限値率（％）は「８０％」、室内機運転切設定台数（台）は「
２台」、間欠モードＩＤが「２」の「快適エコ運転」の場合であって、設定運転切時間（
秒）が「１００秒」である場合の運転状況である。
【００５４】
　この例では、室内機デマンド種別が快適エコ運転であるため、必要に応じて室内機の切
台数を制御する。ここでは、必ずしも２台である必要はなく、1台を切としてもよい。し
かし、この場合は、室外機の能力制御値率（％）が「８０％」であって稼働台数が３台で
ある時間帯が存在するため、この時間帯においては通常時より室内機の空調運転能力が低
下する可能性がある。
【００５５】
　次に、デマンドレベルの変化に伴い室内機運転稼働台数が変化する場合に、何れの室内
機を優先的に稼働させるかを判定する方法について説明する。
【００５６】
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　図１３は、デマンドレベルが変化する場合において、稼働室内機の決定処理を説明する
フローチャートである。
【００５７】
　まず、ステップ１３０１～ステップ１３０７は、図１０のステップ１００１～１００７
と同様の処理であるため、ここでは説明を省略する。なお、ステップ１３０３においては
、取得したデマンドレベルを不図示のメモリ等に記録しておく。
【００５８】
　ステップ１３０８では、前回のループにおけるデマンドレベルと異なっており、変化し
ているかを判定する（ステップ１３０８）。
【００５９】
　デマンドレベルが変化していない場合は（ステップ１３０８のＮＯ）、ステップ１３１
０に進む。ステップ１３１０は、図１０におけるステップ１００８と同様の処理であるた
め、ここでは説明を省略する。
【００６０】
　一方、デマンドレベルが変化した場合は（ステップ１３０８のＹＥＳ）、ステップ１３
０９に進む。
【００６１】
　ステップ１３０９では、室内機情報テーブル５２に格納されている発停および間欠管理
時刻に基づいて、各室内機の累計運転切時間および累計運転入時間を取得する。なお、他
の方法で各室内機の累計運転切時間および累計運転入時間を取得してもよい。
【００６２】
　取得した累計運転切時間が長い室内機は、優先的に次の間欠解除対象とする。すなわち
、運転切時間が長い室内機が設けられた区域は、設定温度に達していない可能性が高いた
め、優先的に間欠解除対象として稼働させるようにする。一方、運転入時間が長い室内機
が設けられた区域は、設定温度に達している可能性が高く、他の区域が設定温度に達して
いない可能性が高いため、優先的に間欠開始対象とし切状態にする。
【００６３】
　このようにして間欠運転対象となる室内機の順番を決定したのちに、ステップ１３１０
に進む。ステップ１３１０は、図１０におけるステップ１００９と同様の処理であるため
、ここでは説明を省略する。
【００６４】
　ステップ１３１０またはステップ１３１１の処理が終了すると、ステップ１３１２に進
み現在時刻を取得する（ステップ１３１２）。次に前回のループで取得した現在時刻と比
較して1分経過したかを判定する（ステップ１３１３）。このステップ１３１２およびス
テップ１３１３は、図１０におけるステップ１０１０およびステップ１０１１と同様の処
理である。
【符号の説明】
【００６５】
１　１階居室エリア
２　２階居室エリア
３　３階居室エリア
４　１階と２階の階間部
５　２階と３階の階間部
６　３階と屋上の階間部
７　１階排気口
８　２階排気口
９　３階排気口
１０　１階吸気口
１１　２階吸気口
１２　３階吸気口
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１３　建物全体の受電計量点
１４　空調機運転制御装置
１５　対人用室外機
１６　１階対人用室内機
１７　２階対人用室内機
１８　３階対人用室内機
１９　外気処理用室外機
２０　１階外気処理用室内機
２１　２階外気処理用室内機
２２　３階外気処理用室内機
２３　対人用室外機と１階対人用室内機と２階対人用室内機と３階対人用室内機を繋ぐ配
管
２４　外気処理用室外機と１階外気処理用室内機と２階外気処理用室内機と３階外気処理
用室内機を繋ぐ配管
２５　１階外気導入口
２６　２階外気導入口
２７　３階外気導入口
２８　１階吸気口と１階外気処理用室内機を繋ぐ配管
２９　２階吸気口と２階外気処理用室内機を繋ぐ配管
３０　３階吸気口と３階外気処理用室内機を繋ぐ配管
３１　１階外気処理用室内機と１階外気導入口を繋ぐ配管
３２　２階外気処理用室内機と２階外気導入口を繋ぐ配管
３３　３階外気処理用室内機と３階外気導入口を繋ぐ配管
３４　スイッチングハブ
３５　汎用パーソナルコンピュータ
３７　空調機運転制御装置の通信部
３８　空調機運転制御装置の中央演算処理装置部
３９　時刻処理装置部
４０　記憶装置部
４１　データベース部
４２　マルチタスク対応オペレーションシステム
４３　起動時実行プログラム
４４　デマンド監視プログラム
４５　デマンド制御プログラム
４６　１分間メータ値差分テーブル
４７　電力管理テーブル
４８　デマンド監視テーブル
４９　デマンド制御テーブル
５０　室内機間欠モードテーブル
５１　室外機情報テーブル
５２　室内機情報テーブル
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